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指定生活介護事業所重要事項説明書          令和５年１０月1日 

  

この重要事項説明書は、「らる樹」が提供する生活介護サ－ビスについて、利用契約

の締結を希望される方に対して、事業等の人員、設備及び運営に関する基準に基づき、

サ-ビスの内容や利用料金等について説明するものです。  

 

１．サービスを提供する事業者 

名  称 医療法人 ゆう愛会 

所 在 地 福島県伊達市霊山町字西裏４９番地１号 

電 話 番 号 ０２４－５８６－１３１５ 

代表者氏名 理事長 小野木 太 

 

２．ご利用施設（事業所） 

事業の種類 
指定生活介護事業所 

令和４年６月１日 福島県指定 ０７１１３０１４０８ 

主たる事業所の名称 らる樹 

事業所の所在地 福島県伊達市梁川町右城町５６番地 1号 

連 絡 先 
電話番号：０２４－５６３―７０７３ 

ＦＡＸ ：０２４－５６３―３４６５ 

管 理 者 齋藤 若菜 

サービス管理責任者 齋藤 若菜 

通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 福島県伊達市、福島県伊達郡、福島県福島市 

営業日 

月曜日から土曜日  

但し、国民の休日並びに８月お盆休み２日間及び１２月２８

日から１月３日までを除く。（ただし、事業所が必要と認めた

日はその限りではない） 

営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス提供時間 
月曜日～金曜日 午前９時１５分から午後 ３時１５分まで 

土曜日 午前９時１５分から午後 ３時１５分まで 

主たる対象者 知的障害者、精神障害者、身体障害者、難病対象者等 

定   員 ２０名 

開設年月日 令和４年６月 1日 

３．事業の目標・運営方針 

目  標 

利用者が自立した社会生活を営むことができるよう、利用者お一人ごと

の能力と特性に応じ、常時介護を必要とする利用者に対して入浴・排せつ

又は食事の介護、創作的活動又は生産活動、リハビリテーション及び機能

訓練、その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために

必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目標とします。 



2 

運営方針 

１．利用者の権利を尊重します。 

２．利用者のその人らしい自立に必要な支援を行います。 

３．利用者の生活の質の向上を図ることに努めます。 

４．優れた福祉専門性を身につけた職員により、利用者一人ひとりの支援

計画を立て支援します。 

５．事業の実施に当たっては、地域や利用者の所属する市町村、地域の保

健・医療・福祉サ－ビス機関と連携を図り、総合的なサ－ビスの提供

に努めるものとします。 

６．障害者総合支援法及び施行規則等に基づく人員、設備等の運営に関す

る法令を順守し、利用者のための事業を実施します。 

７．地域の行事に参加して、地域との相互交流を深める活動を展開します。 

８．利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行う

とともに、従業者に対し、研修を実施します。 

 

４．建物・設備等の概要 

建物 敷地面積 923.96 ㎡ 

延床面積 451.00 ㎡(1階部分延床面積) 

 

設備の種類 部屋数 備  考 

訓練・作業室（兼食堂） １  

相談室 １  

洗面所 １ 併設事業所と兼用 

多目的室 １ 休憩室兼ロッカー 

トイレ ４ 併設事業所と兼用 

当事業所では厚生労働大臣の定める基準を遵守し、以上の施設・設備を設置しています。   

５.サービスを提供する職員の配置状況、職務内容 

（１）職員の員数 

職種 常勤（人） 非常勤（人） 職務内容 

管理者 １  従業者及び業務の一元的な管理、指揮命

令等 

サ－ビス管理責任者 1以上  支援計画作成及び評価、利用状況調整等 

生活支援員 1以上  日常生活上の支援、相談、介護 

看護職員 
 １ 

医師の指導のもと、日常生活上の健康管

理及び療養上の指導・助言 

理学療法士 

または作業療法士 

 １ 医師の指導のもと、日常生活上のリハビ

リテーション及び機能訓練等 

医師  １ 利用者の日常生活上の健康管理及び療

養上の指導・助言 
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当事業所では、厚生労働大臣の定める基準を遵守し、指定障害福祉サービスを提供す

る職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

（２）各職種の勤務体制 

職 種 勤務体制 

管理者 勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

サービス管理責任者 勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

生活支援員 勤務時間帯（ ８：３０～１７：３０） 

看護職員 勤務時間帯（１３：００～１６：００） 

理学療法士または作業療法士 週 1回 

医師 月１回 

 

６．サービスの内容 

①サ－ビス種類及び内容 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、

適切な相談、助言、援助等を行います。 

生産活動 

利用者の特性を踏まえ、生産活動の機会を提供します。 

以下の生産活動を行っています。 

・フルーツキャップ加工 

・清掃作業 

・農作業など 

利用者の作業能力に応じた作業時間を設定します。 

工賃の支払 

事業の収入から、事業に必要な経費を控除した額を支払います。 

年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、目標水準及び支払われた工賃の

平均額を通知します。 

創作的活動 

利用者の特性を踏まえ、創作活動の機会を提供します。 

以下の創作的活動を行っています 

・音楽を用いたプログラム 

・塗り絵 

・その他、手芸など 

リハビリテーシ

ョン・機能訓練 

利用者の心身状況に応じ、自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

リハビリテーション及び機能訓練を実施する 

健康管理 利用者の健康状態に応じて、健康保持のための適切な措置を講じます。 

家庭訪問支援 

常時サ－ビスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日間

連続して利用がなかった場合は、居宅を訪問して利用状況を確認し、月

２回を限度として合意の上で支援を行います。 

食事の提供 利用者の身体状況や嗜好に配慮した食事を提供します。 
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入浴または 

清拭 

入浴について必要に応じて介助や確認を行います。利用者の心身の状況

により入浴が困難な場合には清拭を行うなど、適切な方法で実施します。 

身体等の介護 
利用者の状況に応じて適切な技術をもって、食事・整容・更衣・排泄等

の生活全般にわたる介護を行います。 

身体機能及び日常

生活能力の維持・

向上のための支援 

身体機能の維持・向上や、食事・家事等の日常生活能力を向上するため

の訓練を行います。 

生活相談 利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等把握して、

適切な相談・助言・援助等を行います。 

福祉専門職員

の配置 

利用者に対する福祉サービスの向上を図る観点から、障害者総合支援法

の法定数の福祉専門職員を配置します。 

欠席時の対応 利用者が急病等により利用を中止した場合には、月４回を限度に連絡調

整や相談支援を行います。 

医療連携体制 利用者が体調不良等になった場合、ゆう愛クリニック及び関連機関の連

携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行う体制

を整備しています。 

送迎サービス 利用者の希望に応じて送迎サービスを行います。個別に相談に応じます。 

在宅支援 通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した

場合には、利用者に対して在宅でサービスを提供します。 

職場への定着

のための支援 

職場への定着を促進するため、一般就職した利用者について、関係機関

と連携して、就職した日から６月以上、職業生活における相談等の支援

の継続に努めます。 

初期加算 利用開始日から起算して３０日以内の期間について加算されます。 

サービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。当事業所のサービス管理責任者

が作成し、利用者の同意をいただきます。「個別支援計画」は利用者に交付いたします。 

 

②地域との連携 

地域の方々との交流 
地域の行事や活動等との連携及び協力を行う等、地域と

の交流に努めます。（町内会、近隣商店街、保育園等） 

ボランティア団体との交流 
地域の行事や活動等との連携及び協力を行う等、地域と

の交流に努めます。 

実習生の受け入れ 現場実習、施設体験、見学等を受け入れます。 
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③衛生管理等 

（１） 利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生

的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じます。 

（２） 事業所において感染症または食中毒が発生した場合、まん延しないように、感

染症及び食中毒の予防まん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（３） 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

します。 

（４） 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

します。 

 

④社会生活支援・余暇活動支援 

行事 年度開始の会、研修旅行、年度終わりの会等の行事を行う他、積極

的に地域の行事に参加します。 

外出支援 日帰り旅行、外食等を予定しています。 

スポ－ツ活動 リフレッシュ体操等を予定しています。 

 

⑤家族との交流 

会報の発行 施設だよりの発行を予定しています。 

保護者会の開催 懇談会を設けて、年１回以上行います。 

個人面談の実施 年１回以上実施します。希望された時は随時行います。 

 

⑥障害福祉サ－ビスの支給申請の援助 

 障害福祉サ－ビスの支給決定期間終了後も継続して支援を受けることができるよう、

再度支給決定を受けるための申請を行う際に、相談支援事業所等と連携して、必要な援

助をします。 

 

⑦生活介護個別支援計画の作成 

（１）事業所は、効率的かつ適切なサ－ビスを行うため、利用者の意向を把握し、サ－

ビスの目標及びその達成時期、サービス内容、サ－ビスを提供する上での留意点を盛り

込んだ生活介護個別支援計画を、本契約締結の日から３０日以内に作成します。 

（２）生活介護個別支援計画は、６ヵ月に１度改定するほか、必要に応じて見直すこと

とします。 

（３）生活介護個別支援計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者に説明し、

文書により同意を得ます。 
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７．利用料金 

①障害福祉サ－ビス支給対象サ－ビス負担額 

 利用者は、市町村が定める負担上限額の範囲内において、利用負担額の支払いを行い

ます。原則、ご利用の障害福祉サ－ビス利用料の１割負担となります。 

 

②支払い方法 

（１）利用者は、事業所から請求された額を、事業所の指定する方法に従ってお支払い

ください。月途中で入所、退所した場合は、利用日数に基づき計算した額となります。 

（２）事業所は、利用料金に係る請求書をサ－ビス提供月の翌月の１０日までに利用者

に送付します。 

（３）利用者は、請求があった利用料金について、請求のあった月の末日までに事業所

に支払います。 

（４）事業所は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、領収証を交付します。 

③その他 

（１） 食事の提供に係る費用は、利用者の実費負担 1食２５０円となります。 

食事代は工賃より天引きします。（キャンセル料別紙参照） 

（２）日用品等、その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

利用者に負担させることが適当と認められるものについても実費負担となりま

す。 

（３）送迎にサービスにかかる料金は送迎加算によっていただきます。 

   通常事業の実施地域を超えて送迎を行う場合は、1ｋｍ２５円をいただきます。 

（４）利用者の都合によりサ－ビスを中止する場合、利用料金のキャンセル料は徴収し

ないものとします。 

 

８．利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求め 

に応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後５年間保 

管します。 

（２） 利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、 

サービス提供を行う上で必要となる他事業所及び医療機関等との連絡調整や、市町村及

び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意に基づき情報提供を致します。 

 

９．利用の方法 

①利用 

（１）利用に際しては、見学、体験等をお願いします。 

（２）契約の前に当事業所のサ－ビス提供に係る重要事項について説明します。その際、

障害福祉サ－ビス受給者証をお持ちください。 

（３）利用が決定した場合は契約を締結します。契約の有効期間は障害福祉サ－ビス支

給期間と同じです。ただし、引き続き支給決定を受けた場合には、そのまま更新するこ
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とになります。 

（４）利用者の上限に達している場合は、利用をお断り場合があります。 

（５）風邪、病気の際はサ－ビスの提供をお断りすることがあります。 

 

②契約の終了 

（１）利用者は、事業所に連絡することにより、この契約を解除することができます。 

（２）当事業所が正当な理由なくサ－ビスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者や家族等に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、利用者の申し出により

直ちにこの契約を解除することができます。 

（３）利用者がサ－ビス利用料金の支払いを３ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず、３０日以内にお支払いいただけない場合、または利用者が当事業

所や当事業所の職員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、契

約を解除し、利用を終了させていただくことがあります。 

（４）やむを得ない事情により、当事業所を閉鎖または縮小する場合、契約を解除させ

ていただく場合があります。この場合、契約を解除する日の３０日前までに文書で通知

します。 

③契約の自動終了 

 次の場合は、連絡がなくとも契約は自動的に終了します。 

 （１）障害福祉サ－ビスの支給決定期間が終了し、その後支給決定がない場合 

 （２）利用者が亡くなった場合 

 

１０．当事業所利用に際し留意いただきたい事項 

事業所・設備・器

具等の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。故

意又は重大な過失により破損が生じた場合、賠償していただきます。 

喫  煙 全館禁煙です。 

貴重品の管理 
基本的に貴重品の持ち込みはご遠慮下さい。やむを得ない場合は、ご

自分で管理保管してください。 

宗教活動・ 

政治活動 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政

治活動はご遠慮ください。 

金銭等の貸し借

り 

原則的にご遠慮ください。やむを得ない場合は、スタッフに相談して

ください。 

 

１１．虐待防止に関する事項 

 事業所は、利用者の人権擁護・虐待防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整

備を行うとともに委員会の設置、従業者に対し研修を実施します。 

 

１２．身体拘束等の禁止に関する事項 

（１）サービスの提供の際、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急
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やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。 

（２）事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録します。 

（３）事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、委員会を定期的に開催し、必要な体

制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施します。 

 

１３．事故発生時の対応 

 利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、利用者の事故を最小限に留め

るとともに、適切な処置を行います。 

急病人の

発生 

・応急措置を行い、主治医に連絡をとり、指示を受けます。 

・緊急を要する場合は、伊達広域消防本部の救急車出動を要請します。 

・場合によっては、全職員の緊急応援体制をとります。 

事故発生

の場合 

・利用者の安全を第一に考え措置します。 

・事故と災害を最小限に留める措置を迅速に行います。 

・連絡・通報は急病人発生の場合と同様の扱いとし、場合によっては、最

寄りの警察署へも通報します。 

・火災発生時には、伊達広域消防本部に通報するとともに、関係機関連絡

し、協力を求めます。 

・利用者の避難を最優先し、利用者の安全が確認されてから、できる範囲

の消火等の活動を行います。 

事故発生

時の対応 

・利用者本人に対する事故または、利用者宅の物品に対する損害に対して 

は、当法人では全国の事業所で広く利用されている保険に加入しています。

事故発生の時は、その保険で対応いたします。 

 事故が起こらないように、細心の注意を払って介護などの業務に当たり

ますが、障がいの方の判断力の低下や、ふらつきなどのために、転倒な

ど思わぬ事故を起こすことがあります。その時は緊急の処置や、必要に

応じて病院紹介をするなど最善の対応をします。 

 その時の医療費については、加入している保険で対応することになりま

すが、保険の範囲外となる医療費については、本人やご家族に負担して

いただくことがあります。 

サービスを提供する上で起こりうる危険性・偶発的な事故などについて

は、十分なご理解をお願いいたします。 

 

１４．秘密保持等 

（１）従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

（２）事業所は、他の指定障害福祉サービス事業所等に対して、利用者又はその家族に

関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意を得てから行

います。 
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１５．保健医療サ－ビス・緊急時の対応 

利用者の 

かかりつけ医療機関 

医療機関名： 

診 療 科： 

主 治 医： 

所 在 地： 

電 話 番 号： 

緊 急 連 絡 先① 

（家族等） 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

緊 急 連 絡 先② 

（家族等） 

住  所： 

電話番号： 

氏  名： 

続  柄： 

 

１６．苦情・虐待等の対応 

契約に関する苦情、 

虐待等の相談窓口 

当事業所受付窓口 

・苦情受付担当者：清野ひとみ 

・苦情解決責任者：齋藤若菜 

・虐待防止担当者：清野ひとみ 

・虐待防止責任者：齋藤若菜 

・ご利用時間：８：３０～１７：３０（日曜日を除く） 

・電話番号：０２４－５６３－７０７３ 

・ＦＡＸ  ：０２４－５６３－３４６５ 

当法人の第三者委員 
・佐藤三七子（民生委員）    連絡先 577-3142 

・大竹克典 （町内会長）    連絡先 577-0332 

福島県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

・住  所：福島市渡利字七社宮 111 番地  

・電話番号：０２４－５２３－１２５１ 

・F A X ：０２４－５２３－４４７７      

 受付のあった苦情（相談）について速やかに事情を調査し、誠意をもって解決を図り

ます。なお、解決が困難な時は第三者委員に報告し、助言を受け解決を図ります。 

 また、市町村の苦情の調整に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は必要

な改善を行います。 

 

１７．協力医療機関 

医療機関の名称 ゆう愛クリニック 

所  在  地 福島県伊達市霊山町掛田字西裏４９－１ 

電 話 番 号 ０２４－５８６－１３１５ 

診  療  科 内科、消化器科、循環器科、神経内科、整形外科 
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１８．非常災害時の対応 

非常時の対応 別途定める「消防計画」により対応いたします。 

防火管理責任者 髙久由美 

避難訓練 利用者も参加の上、年１回以上実施します。 

防災設備 
・自動火災報知機  ・消火器  ・誘導灯 

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

 

１９．利益供与の禁止 

 ①他の障害福祉サ－ビス事業所またはその従業者に対し、利用者等に対して当該事業

所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益供与をいたしません。 

 ②他の障害福祉サ－ビス事業所またはその従業者に対し、利用者等を紹介することの

対償として、金品その他の財産上の利益収受をいたしません。 

 

２０．第三者評価の実施状況 

 実施していません。 

 

２１．情報の提供等 

 利用者が、適切かつ円滑に利用することができるように当事業所の内容に関する情報

の提供を行うように努め、広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なもの

としません。 

 

２２．掲示 

事業所の見やすい場所に、運営規定の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機

関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項説明書を掲示

し、書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに

より、同項の規定による掲示に代えることができます。 

 

２３．業務継続計画の策定等 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の常務再開を図るための計画を策定し、

それに従い必要な措置を講じ、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施、定期的な見直し、必要に応じて業務継続計画の変

更を行ないます。 
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指定生活介護サ－ビスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いまし

た。 

                       令和   年   月   日    

 

 

事業所名 ： 生活介護事業所「らる樹」 

  

説明者職名： 管理者  氏名：齋藤若菜   ㊞  

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、指定生活介護サ－ビスの

提供開始に同意しました。 

  

令和   年   月   日 

 

 

利用者 

住   所： 

 

 

 氏   名：                          ㊞ 

 

 

 

家族等 

 住   所： 

 

 

 氏   名：                          ㊞ 

 

 続   柄： 

 


